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持続化給金とは？ 

国では感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対し

て、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付

制度を設けました。対象になるかどうか分からない組合員さんもぜひご参加下さい。 

対象者・対象内容（概要） 

中小企業・小規模事業者（法人・個人）の方で、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響により休業を余儀なくされるなど、事業継続が困難になった事業者が対象とな

ります。主な条件（目安）は下記のとおりです。 

① 2019 年以前から事業により事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続する

意志があること 

② 2020 年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比

で事業収入が 50％以上減少した月があること。 

説明会日時 

 

 

 

説明会申込み 

下記の全ての事項をご記入の上、組合まで FAXまたは直接組合窓口までお申込み下

さい。申込締切日：６月 19日（月）まで。 
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